
 

 

 

 

福祉サービス事業の指定を受けた事業所などは、建築基準法上の「児童福祉施設等」や「寄宿

舎」として取り扱われ、一般的な事業所等と比べて厳しい防火・避難関係規定の適用を受けます。

既存の建物の全部又は一部の用途を福祉関係の施設に変更する場合（用途変更という。）も建築

基準法の規制は適用され、法を遵守することが義務付けられています。 

 

福祉サービス事業等を開設するにあたり、福祉監査課から建築基準法に抵触していないか法

適合性についての確認を求める場合があります。 開発建築指導課では、事業者様が円滑に事業

開設することが進められるように建築基準法に関しての事前相談に応じています。 

 

事前相談の際は、以下の書類等を整えた上でご来庁ください。 

事前相談準備物 

☐ 案内図（場所がわかる住宅地図 等） 

☐ 事業計画に関する建物の平面図 等（福祉監査課に提出している図面でも可能） 

☐ 建築計画概要書の写し（開発建築指導課の窓口で取得できます。） 

☐ 確認済証および検査済証（所有していればお持ちください。） 

☐ 確認申請当初の図面（所有していればお持ちください。） 

 

事前相談内容の回答を書面で必要な場合は「建築確認事前協議依頼表」に協議内容を記載の

うえ、開発建築指導課の窓口にご持参ください。 

「建築確認事前協議依頼表」は、市のＨＰよりダウンロードできます。 

［ ホーム＞申請書ダウンロード＞まちづくり・環境＞建築・開発＞申請前の注意点・添付書類一覧・手数料一覧＞建築確認事前依頼表（エクセル） ］ 

事前協議依頼表に添付する必要な書類 

☐ 上記 事前相談準備物 

☐ 原動機 ※を使用する作業を伴う場合は、作業内容、作業場の面積、原動機の出力数が 

確認できる資料（※原動機とは、動力を生み出す機械のことです。一般的に「モーター」や「エンジン」等を指します。） 

☐ その他、必要に応じて資料を提供していただく場合があります。 

 （消防本部や保健所等の協議記録、都市計画法に基づく協議記録 など） 

 

事前協議の結果、建築基準法に基づく「確認申請」や福島県の「人にやさしいまちづくり条例」

の届出が必要となる場合があります。また確認申請が不要な場合でも、建築基準法の規定に適合

させるための改修工事が必要となる用途変更もあるため、事業計画を進める前に建築士へ相談

することをお勧めします。 

 

〔本紙に関する問い合わせ先〕 

福島市役所 開発建築指導課 建築審査係（TEL 024-572-5724） 

既存の建物を転用し、福祉関係の施設として利用される事業者様へ 


